
第３ 回飯能市水道事業運営審議会

 
水道料金のあり 方

令和７ 年１ １ 月４ 日
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資料№1資料１



水道事業の運営

１ ） 水道事業の特色

・ 住民が生活する 上で必要不可欠なイ ンフ ラ

・ 市町村経営が原則、 経営には大臣の認可が必要

・ 極めて高い公共性

 ➢ 水道法、 地方公営企業法、 その他関係法令に規定

 

 

水道サービ ス の水準と 料金は、 適正な水準で適正な対価によ
り 継続的なサービ ス の提供を 実施する こ と が課せら れている 。
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２ ） 経営の基本原則

≪基本原則≫

 常に企業の経済性を発揮する と と も に、 その本来の目的で
ある 公共の福祉を 増進する よ う に運営さ れなければなら ない
（ 地方公営企業法第３ 条）

≪目的≫

 清浄にして豊富低廉な水の供給を 図り 、 も って公衆衛生の
向上と 生活環境の改善と に寄与する こ と （ 水道法第１ 条）

基本原則、 目的に基づき 経営
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３ ） 独立採算制

 

 

 

 

経費の負担

 

独立採算制

負担の公平性
の確保  

財政の自律性
の確保

効率的な事業
の確保 

地方公営企業の経営に伴う 収入をも って充てなければなら ない
（ 地方公営企業法第17条の2）
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４ ） 経費の負担の原則

その性質上当該地方公営企業の経営に伴う
収入をも って充てる こ と が適当でない経費

（ 地方公営企業法第17条の2第1項第1号）

当該地方公営企業の性質上能率的な経営を
行っても なおその経営に伴う 収入のみを
も って充てる こ と が客観的に困難である と
認めら れる 経費

（ 地方公営企業法第17条の2第1項第2号）

行政経費

不採算経費
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水道料金の決定原則

公正妥当性

適正な原価

健全運営の確保

•適正なサービス水準

•公平な料金体系

•原価主義
総括原価（料金水準）

個別原価（料金体系）

•資産維持費
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（ 健全な運営の確保）

施設整備（ 投資） 外部資金（ 企業債等）

水道料金収入
（ 回収過程）

建設改良（ 再投資）

費用の発生（ 生産過程）

取水・ 浄水・ 配水・ 給水費、
営業業務関係費、 支払利息、
減価償却費

など

施設の稼働

費用の支払

企業債の償還

資本の循環と 資本維持
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水道料金のプロ セス

①財政計画の策定
①料金算定期間の決定
②財政収支の見積り

②料金水準の算定
（ 総括原価の算定）

③料金体系の設定
（ 個別原価の算定）

④料金表の決定

①総括原価の算定
②改定率の算定
＝算定期間において料金で回収する  
 収入額の算定 

料金体系の設定
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料金水準と 料金体系

料金水準
料金算定期間における 総料金収入額

（ 料金と して回収すべき 総原価）

料金体系
総料金収入額を個々の水道使用者に
配分する 方法

（ 徴収すべき 個別の原価）
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料金水準（ 総括原価） の算定

営業
費用

資本
費用

総括
原価

（ 総原価） （ 事業報酬）（ 料金収入）
 人件費、 動力費、    
 修繕費、 委託費、   
 減価償却費等

支払利息
資産維持費

【算定要領】　資産維持費＝対象資産×資産維持率（ ３％ を標準）
対象資産：償却資産の料金算定期間の期首及び期末の平均残高
（遊休資産を除くなど将来的にも維持すべきと判断される償却資産）



資産維持費の算定方法
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資産維持費 対象資産 資産維持率

対 象 資 産 ： 減価償却資産の料金算定期間の期首及び期末の平均残高
     （ 将来的にも 維持すべき と 判断さ れる 減価償却資産）

資産維持率：３％を標準と し各水道事業の創設時期や施設の更新状況を
      勘案して決定

資産維持費
 給水サービ ス 水準の維持向上及び施設実体の維持のために必要な経
費と し て料金を算入し 、 料金収入から 所用額の積み立てを行い、 将来
の施設建設、 改良、 及び再構築等に充当する も の。



　資産維持費のイメージ
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６－2．料金水準の算定　（総括原価の算定）　　　※前回資料から

取得時価額
取得時価額

500万円
（ 50万円/年）

物価上昇・ 性能向上
50万円（ 5万円/年）

例）500万円で車を購入し、10年後に新車を購入するため貯金することとした。

10年後に価格10％ＵＰ（物価上昇と性能向上）分を考慮して550万円を貯蓄す

るとした場合、50万円が資産維持費となる。

購入時の価格 将来の価格

資産維持費



原価と 料金体系

13

一部料金制

定額料金制

従量料金制

二部料金制
基本料金（ 定額）

 従量料金

種別 定義 対象となる経費

基本料金
使用水量の有無に関わらず水道メーター口径や用途
に応じて、水道使用者に負担してもらう料金

水道メーター設置費、
検針徴収経費等

従量料金 使用水量に応じて、水道使用者に負担してもらう料金 動力費、薬品費等



原価の分解

費 目 定 義

需要家費
水道使用量と は関係なく 、 水道使用者の存在によ り 必要
と さ れる 固定的経費

■水道メ ータ ーや検針・ 徴収関係費

固 定 費
水道使用量と は関係なく 、 水道使用者の存在に伴い固定
的に必要と さ れる 経費

■施設維持管理費の大部分、 減価償却費、 支払利息等

変 動 費
水道の実際の使用に伴い発生する 経費

■薬品費（ 塩素消毒等） 、 動力費（ 取水や配水する
 電気代） 等
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固定費の配分方法

15

イ メ ージ

需要家費
10％

固定費

80％

変動費
10％

給水原価 料 金

基本料金

30％

従量料金

70％■ 固定費を負担率に基づき
  基本料金と 従量料金へ配賦

配水量 平均配水量

最大配水量
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埼玉県内における 水道料金の格差①
口径13㎜ １ カ月20㎥の家庭用料金（税込み（ ％） ） ： 令和5年4月1日現在

 最高料金 最低料金

と き がわ町 4,147円 戸田市 1,749円

越生町 3,465円 和光市 1,830円

秩父広域市町村圏組
合

3,388円 嵐山町 1,897円

さ いたま 市 3,289円 本庄市 1,903円

桶川北本水道企業団 3,223円 東松山市 1,925円

最大格差　2.4倍 （ と き がわ町4,147円／戸田市1,749円）



飯能市の水道料金は ① （令和5年4月1日現在）

          飯能市と の比較 

                  

・ 埼玉県平均       2,586円 ＞ △331円（ △12.8％）

・ ダイ アプラ ン５ 市最高料金   2,420円（ 入間市）

・     〃     最低料金   2,134円（ 所沢市）

・     〃     平均     2,252円  ＜  3円

         

                            ➢ 県平均よ り 安価！ダイ アではほぼ平均！
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飯能市の１ カ月20㎥（ 口径13㎜）  の家庭用料金 2,255円

                 

※ダイ アプラ ン5市・ ・ ・ 埼玉県西部地域ま ちづく り 協議会（ 所沢市、 日高市、 狭山市、
入間市、 飯能市） に所属する 近隣5自治体の総称
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埼玉県内における 水道料金の格差②
口径20㎜ １ カ月20㎥の家庭用料金 （ 税込み（ ％） 、 令和6年4月1日現在）

 最高料金 最低料金

寄居町 7,508円 嵐山町 1,898円

と き がわ町 5,038円 東松山市 1,925円

秩父広域市町村圏組
合

4,323円 和光市 1,988円

越生町 4,070円 川島町 2,028円

白岡市 3,223円 戸田市 2,057円

最大格差　約4倍
（ 寄居町7,508円／嵐山町1,898円）



飯能市の水道料金は ② （令和6年4月1日現在）

飯能市と の比較
                   

・ 埼玉県平均       2,815円 ＞ △120円（ △4.4％）

・ ダイ アプラ ン５ 市最高料金   2,695円（ 飯能市）

・     〃     最低料金   2,332円（ 所沢市）

・     〃     平均     2,490円  ＜  324円

         ➢ 県平均よ り 安価！ダイ アでは最高料金！
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飯能市の １ カ月20㎥（ 口径20㎜） の家庭用料金 2,695円
 

※ダイ アプラ ン5市・ ・ ・ 埼玉県西部地域ま ちづく り 協議会（ 所沢市、 日高市、 狭山市、
入間市、 飯能市） に所属する 近隣5自治体の総称



料金改定の状況（ 令和８ 年予定）
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事業体 現在の料金 改定率 備考

日高市 2,200円 平均25.0％

所沢市 2,134円 平均24.2％ 審議会答申

秩父広域 2,310円 平均36.1％

川口市 2,849円 平均26.7％ 審議会答申

滑川町 2,310円 平均30.0％ 審議会答申

幸手市 2,640円 平均34.3％ 審議会答申

※「 現在の料金」 は、 1か月20㎥使用時（ 口径13㎜） 。 消費税含む 



料金比較（ 改定前・ 後）
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〇日高市：2,200円　⇒　2,651円（改定率20.5％）

〇所沢市：2,134円　⇒　2,717円（改定率27.3％）

〇川口市：2,849円　⇒　3,663円（改定率28.6％）

※令和8年4月改定（ 予定）

参考（ 令和７ 年4月改定）

〇戸田市：1,749円　⇒　2,310円（改定率32.0％）

〇本庄市：1,903円　⇒　2,739円（改定率43.9％）

※料金は、1か月20㎥使用時（口径13㎜）消費税含む 
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埼玉県内の料金体系の配賦

基本料金 ↑

基本料金 従量料金

越生町 54.96％ 45.04％

富士見市 45.00％ 55.00％

和光市 43.38％ 56.62％

白岡市 42.96％ 57.04％

行田市 42.47％ 57.53％

（ 令和5年度）

従量料金 ↑

基本料金 従量料金

鳩山町 9.70％ 90.30％

入間市 12.80％ 87.20％

加須市 13.02％ 86.98％

嵐山町 13.19％ 86.81％

美里町 13.84％ 86.16％
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ダイ ア5市の料金体系の配賦

基本料金 従量料金 料金改定

所沢市 １ ７ .８ ０ ％ ８ ２ .２ ０ ％ 令和8年4月

狭山市 ２ １ .４ ８ ％ ７ ８ .５ ２ ％ 令和8年10月

入間市 １ ２ .８ ０ ％ ８ ７ .２ ０ ％ 令和8年10月

日高市 ２ ７ .２ ６ ％ ７ ２ .７ ４ ％ 令和8年4月

飯能市 ２ ８ .３ ２ ％ ７ １ .６ ８ ％ 令和9年4月
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現ビジョ ン料金収入計画



R5決 R6決 R7予 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

 供給単価 円/ｍ3 159.30 160.02 157.73 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02 160.02

 給水原価 円/ｍ3 167.15 177.17 194.59 192.82 196.90 203.64 207.43 210.50 210.37 214.33 218.70 224.94 229.64

 収益的収支の損益 百万円 117 ▲31 ▲193 ▲147 ▲186 ▲240 ▲270 ▲294 ▲292 ▲322 ▲355 ▲403 ▲440 

 建設改良費 百万円 656 544 863 831 944 938 783 798 797 802 846 829 945

 内部留保資金 百万円 1,385 1,384 1,219 1,140 1,065 986 873 722 544 321 74 ▲223 ▲562 

 企業債残高 百万円 3,689 3,560 3,660 3,859 4,192 4,532 4,724 4,926 5,111 5,283 5,494 5,686 5,974

 累積欠損金 百万円 ▲224 ▲371 ▲558 ▲798 ▲1,068 ▲1,362 ▲1,654 ▲1,976 ▲2,331 ▲2,734 ▲3,174 

項目

-200

-100

0

100

200

300

400

500

600

▲ 2,000

▲ 1,000

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

R1決 R2決 R3決 R4決 R5決 R6決 R7予 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17

（円/m3）（百万円） 自己財源等

国庫補助金・県補助金

工事負担金

他会計繰入

企業債

収益的収支の損益

内部留保資金

企業債残高

給水原価

収支が均衡する単価

供給単価

現行料金における財政シミュレーション　※前回資料から　

赤字 資金不足

160円/ｍ3
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累積欠損金

36億円

66億円



• 「 水道料金のあり 方」 と し て、 水道料金の基本的な考え
方、 飯能市水道事業の料金の特徴を 近隣事業体等と も 比
較し て説明さ せていただき ま し た。
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ま と め

• 現在の人口減少の時代は、 料金収入の増加は望めないため、
水道事業経営は大変厳し い状況です。

・ 持続可能な水道事業経営のため、 適切な水道料金設定など 、
 安定財源の確保が課題です。


